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徳
島
県
告
示
第
三
百
七
十
六
号

徳
島
県
の
物
品
等
又
は
特
定
役
務
の
調
達
手
続
の
特
例
を
定
め
る
規
則
（
平
成
八
年
徳
島
県
規
則
第
二

十
二
号
）
第
一
条
に
規
定
す
る
特
定
調
達
契
約
に
つ
い
て
一
般
競
争
入
札
に
よ
り
落
札
者
を
決
定
し
た
の

で
、
地
方
公
共
団
体
の
物
品
等
又
は
特
定
役
務
の
調
達
手
続
の
特
例
を
定
め
る
政
令
（
平
成
七
年
政
令
第

三
百
七
十
二
号
）
第
十
二
条
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。

令
和
七
年
七
月
十
五
日

徳
島
県
知
事

後

藤

田

正

純

一

落
札
に
係
る
特
定
役
務
の
名
称
及
び
数
量

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
・
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
構
築
及
び
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
更
改
業
務

一
式

二

契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
課
等
の
名
称
及
び
所
在
地

徳
島
県
企
画
総
務
部
情
報
政
策
課
行
政
Ｄ
Ｘ
推
進
室

徳
島
市
万
代
町
一
丁
目
一
番
地

三

落
札
者
を
決
定
し
た
日

令
和
七
年
五
月
十
五
日

四

落
札
者
の
氏
名
及
び
住
所

ク
ラ
ウ
ド
エ
ー
ス
株
式
会
社

東
京
都
千
代
田
区
大
手
町
一
丁
目
七
番
二
号

五

落
札
金
額

構
築
業
務
委
託
料

八
千
五
百
七
十
八
万
九
千
円

技
術
支
援
等
委
託
料

四
千
八
百
四
万
八
千
円

六

契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
手
続

一
般
競
争
入
札

七

一
般
競
争
入
札
の
公
告
を
行
っ
た
日

令
和
七
年
四
月
四
日



徳
島
県
告
示
第
三
百
七
十
七
号

家
畜
商
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
八
号
）
第
四
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
家
畜
商
講
習

会
を
次
の
と
お
り
開
催
す
る
。

令
和
七
年
七
月
十
五
日

徳
島
県
知
事

後

藤

田

正

純

一

開
催
日
時

令
和
七
年
九
月
三
日
（
水
曜
日
）
午
前
九
時
か
ら
午
後
五
時
十
五
分
ま
で

同

四
日
（
木
曜
日
）
午
前
九
時
か
ら
午
後
五
時
十
五
分
ま
で

二

開
催
場
所

名
西
郡
石
井
町
石
井
字
石
井
一
六
六
〇

徳
島
県
立
農
林
水
産
総
合
技
術
支
援
セ
ン
タ
ー
農
業
大
学

校
三

講
習
の
科
目
及
び
時
間

家
畜
の
取
引
に
関
す
る
法
令

四
時
間

家
畜
の
品
種
及
び
特
徴

四
時
間

家
畜
の
悪
癖
、
機
能
障
害
及
び
疾
病

六
時
間

四

受
講
手
続

受
講
申
請
書
に
住
民
票
の
抄
本
を
添
え
、
徳
島
県
農
林
水
産
部
畜
産
振
興
課
（
徳
島
市
万
代
町
一
丁

目
一
番
地
）
へ
提
出
す
る
こ
と
。
な
お
、
受
講
申
請
書
に
は
、
写
真
（
受
講
申
請
書
提
出
前
六
箇
月
以

内
に
撮
影
し
た
も
の
）
を
貼
付
す
る
こ
と
。

五

受
講
申
請
書
の
受
付
期
間

令
和
七
年
七
月
十
五
日
（
火
曜
日
）
か
ら
同
年
八
月
十
五
日
（
金
曜
日
）
ま
で
。
た
だ
し
、
郵
送
に

よ
る
場
合
は
、
同
日
ま
で
の
消
印
が
あ
れ
ば
受
け
付
け
る
。

六

受
講
手
数
料

三
千
三
百
円
（
そ
の
額
に
相
当
す
る
額
の
徳
島
県
収
入
証
紙
を
受
講
申
請
書
に
貼
付
す
る
こ
と
。
）

七

そ
の
他

講
習
会
に
つ
い
て
の
問
合
せ
は
、
徳
島
県
農
林
水
産
部
畜
産
振
興
課
（
電
話
〇
八
八
―
六
二
一
―
二

四
一
七
）
に
す
る
こ
と
。



徳
島
県
告
示
第
三
百
七
十
八
号

国
土
調
査
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
上
板
町
長

か
ら
認
証
の
請
求
の
あ
っ
た
地
籍
調
査
の
成
果
に
つ
い
て
は
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り

認
証
し
た
。

令
和
七
年
七
月
十
五
日

徳
島
県
知
事

後

藤

田

正

純

一
１

調
査
を
行
っ
た
者
の
名
称

上
板
町

２

調
査
を
行
っ
た
時
期

令
和
三
年
度
及
び
令
和
四
年
度

３

成
果
の
名
称

上
板
町
西
分
の
一
部
の
地
籍
図
及
び
地
籍
簿
（
上
板
二
十
地
区
）

４

調
査
を
行
っ
た
地
域

板
野
郡
上
板
町
西
分
の
一
部
（
上
板
二
十
地
区
）

５

認
証
年
月
日

令
和
七
年
七
月
四
日

二
１

調
査
を
行
っ
た
者
の
名
称

上
板
町

２

調
査
を
行
っ
た
時
期

令
和
四
年
度
及
び
令
和
五
年
度

３

成
果
の
名
称

上
板
町
西
分
の
一
部
の
地
籍
図
及
び
地
籍
簿
（
上
板
二
十
一
地
区
）

４

調
査
を
行
っ
た
地
域

板
野
郡
上
板
町
西
分
の
一
部
（
上
板
二
十
一
地
区
）

５

認
証
年
月
日

令
和
七
年
七
月
四
日


